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 附則（令和8年3⽉19⽇CNS1サ第000400016038-01号） 

 （実施期⽇） 

１ この改正規定は、令和8年3⽉24⽇から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している次表左欄のメニュー等

は、この改正規定実施の⽇において、同表の右欄のメニュー等とみなして取扱います。 

     Flexible InterConnect 

 

 

Flexible InterConnect（Flexible Inte

rConnectの種類がFlexible InterCo

nnectスタンダードのもの） 

 

      

FIC-Portに係るもの 

FICリソースに係るもの 

FIC-Port 

スタンダード/プレミアムのもの 

 

     FIC-Virtual Portに係るもの FIC-Virtual Port 

スタンダードのもの 

 

     FIC-Routerに係るもの FIC-Router 

スタンダードのもの 

 

     L3-Componentに係るもの L3-Component 

スタンダードのもの 

 

     FIC-Connectionに係るもの 

FIC-Connection(Entry)に係るもの

以外 

FIC-Connection(Entry) 

FIC-Connection 

スタンダードのもの 

FIC-Connection(Entry)以外 

 

FIC-Connection(Entry) 

 

     Flexible InterConnect 付加機能 Flexible InterConnect 付加機能 

スタンダードのもの 

 

  

 

 




